
予算の移替え 交付金の交付

被災者健康・生活支援総合交付金
平成２７年度概算決定額 ５９億円

○避難生活の長期化や、災害公営住宅等への移転に
よる被災者の分散化など、復興のステージに対応し、
被災者支援施策の強化を図るため、復興庁では、総
理指示を受け、「被災者の健康・生活支援に関する
総合施策（平成26年８月）」（被災者に対する健
康・生活支援に関するタスクフォース）を策定。

○こうした状況の下、各被災自治体において、直面
する課題・ニーズに的確に対応し、効果的な被災者
支援活動を実施できるよう、被災者の健康・生活支
援に関する基幹的事業を一括化した「被災者健康・
生活支援総合交付金」を創設。

○新たな交付金では、１つの事業計画の下で、被災
自治体における「被災者の見守り・コミュニティ形
成支援」、「被災した子どもに対する支援」の取組
を一体的に支援。
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○被災者の見守り・コミュニティ形成支援や、被災した子どもへの支
援について、被災自治体において横断的な事業計画を策定し、
交付金による一体的支援が行われることにより、各地域の実情
に応じて、より効果的・効率的な被災者支援活動の展開が期待
される。

期待される効果

Ⅰ．被災者の見守り・コミュニティ形成支援

①地域コミュニ
ティ活動を活用
した被災者生活
支援事業

生活支援相談員の配置や、地域
コミュニティ活動の活性化等を通
じて、孤立防止の見守りなど被災
者の日常生活を支援

Ⅱ．被災した子どもに対する支援

②被災した子ど
もの健康・生活
対策等総合支援
事業

子どものいる家庭等への訪問によ
る心身の健康に関する相談・支援、
遊具の設置や子どもの心身のケア
など、被災した子どもへの総合的
な支援を実施

③福島県の子供
たちを対象とす
る自然体験・交
流活動支援事業

福島県内の子供を対象に、学校
等が実施する自然体験活動や県外
の子供たちとの交流活動を支援



東京電力福島第一原子力発電所の事故により、避難生活等によ
り日常生活における制限を余儀なくされている福島県内に在住す
る子供たちの心身の健全育成を目的に、県内の学校または社会教
育団体等が実施する自然体験活動（キャンプ、ハイキング、自然
観察、農林漁業体験等）や県外の子供たちとの交流活動を支援す
る。

①学校等体験活動支援事業

②社会教育関係団体体験活動支援事業

被災した子どもや子どものいる家庭等に対する心身の健康や生活
等に対する総合的な支援を行う。

①子ども健やか訪問事業

②仮設住宅に住む子どもが安心して過ごすことができる環境づくり
事業

③遊具の設置や子育てイベントの開催

④親を亡くした子ども等への相談・援助事業

⑤児童福祉施設等給食安心対策事業

⑥保育料等減免事業

仮設住宅における避難生活の長期化等を踏まえ、以下のような被災者に対する日常生活支援を総合的に実施。

①生活支援相談員の配置等を通じて、被災者のニーズ把握、見守り、日常生活上の相談支援を行うほか、

住民相互の交流機会を提供

②自治会活動など住民による地域コミュニティ活動の活性化を支援（効果的ノウハウの提供、活動の立ち

上げ支援、活動費の助成等し、これらの活動を被災者支援に活用

③地域コミュニティ活動と連携した被災者に対する相談支援、孤立防止のための見守り等の日常生活支援

④被災者の日常生活支援を行う社会福祉協議会、社会福祉法人、ＮＰＯ、自治会など関係団体間の活動内

容を調整するための「被災者生活支援調整会議」の開催

⑤被災者に対する支援技法に関する研修やメンタルケア等被災者支援に従事する者の活動のバックアップ

被災者健康・生活支援総合交付金の事業

Ⅰ-①地域コミュニティ活動を活用した被災者生活支援事業

Ⅱ-①被災した子どもの健康・生活対策等総合支援事業 Ⅱ-②福島県の子供たちを対象とする自然体験・交流
活動支援事業
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